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実
質
的
支
配
者
と
は
、
法
人
の

事
業
経
営
を
実
質
的
に
支
配

す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
関
係
に
あ

る
個
人
、
ま
た
は
法
人
の
意
思
決
定

に
大
き
な
影
響
力
を
も
つ
個
人
の
こ

と
で
す
。

　

ま
た
「
国
等
」（
国
、
地
方
公
共

団
体
、
上
場
企
業
等
）
を
除
い
た
法

人
の
取
引
時
確
認
を
行
う
際
に
は
、

実
質
的
支
配
者
の
確
認
を
行
う
こ
と

が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
に
は
、
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ

リ
ン
グ
を
行
お
う
と
す
る
者
が
不
正

取
引
で
得
た
金
銭
を
、
自
ら
が
実
質

的
に
経
営
等
を
行
っ
て
い
る
法
人
の

事
業
活
動
に
よ
っ
て
得
た
正
当
な
金

員
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
せ
か
け

て
、
金
融
機
関
等
と
取
引
す
る
こ
と

を
防
止
す
る
目
的
が
あ
り
ま
す
。

実
質
的
支
配
者
は
経
営
等
を 

背
後
か
ら
支
配
で
き
る

　

法
人
の
経
営
等
を
実
質
的
に
行
っ

て
い
る
者
は
、
そ
の
法
人
の
代
表
者

な
ど
の
役
員
と
は
か
ぎ
り
ま
せ
ん
。

大
株
主
や
大
口
の
債
権
者
な
ど
は
、

法
人
の
経
営
等
を
い
わ
ば
表
に
出
ず

に
背
後
か
ら
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

Ｆ
Ａ
Ｔ
Ｆ
の
第
４
次
対
日
相
互
審

査
に
お
い
て
も
、
日
本
は
法
人
の
実

質
的
支
配
者
の
確
認
に
つ
い
て
厳
し

い
評
価
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
犯
収
法

で
は
、
金
融
機
関
に
こ
う
し
た
法
人

の
背
後
に
い
る
実
質
的
支
配
者
の
確

認
の
義
務
付
け
を
行
う
こ
と
に
よ

り
、
マ
ネ
ー
・
ロ
ー
ン
ダ
リ
ン
グ
お

よ
び
テ
ロ
資
金
供
与
を
防
止
し
よ
う

と
し
て
い
る
の
で
す
。

実
質
的
支
配
者
が
だ
れ
で
あ
る

か
は
、
資
本
多
数
決
の
原
則

を
と
る
法
人
（
以
下
、
資
本
多
数
決

法
人
）
と
資
本
多
数
決
法
人
以
外
の

法
人
に
分
け
て
判
定
し
ま
す
。

　

資
本
多
数
決
法
人
（
株
式
会
社

（
特
例
有
限
会
社
を
含
む
）、
投
資
法

人
、
特
定
目
的
会
社
等
）
の
場
合

は
、
次
の
①
→
②
→
③
→
④
の
順
に

実
質
支
配
者
と
な
り
ま
す
（
図
表

１
）。

①
過
半
数
（
50
％
超
）
の
議
決
権
を

直
接
的
ま
た
は
間
接
的
に
保
有
す
る

自
然
人
（
注
１
・
注
２
）

②　
①
が
存
在
し
な
い
場
合
は
、
25

％
超
の
議
決
権
を
直
接
的
ま
た
は
間

接
的
に
保
有
す
る
自
然
人
（
注
１
・

注
２
）

③　
①
お
よ
び
②
が
存
在
し
な
い
場

合
は
、
出
資
、
融
資
、
取
引
そ
の
他

の
関
係
を
通
じ
て
当
該
法
人
の
事
業

活
動
に
支
配
的
な
影
響
力
を
有
す
る

と
認
め
ら
れ
る
自
然
人
（
注
３
）

④　
①
〜
③
が
存
在
し
な
い
場
合
に

は
、
当
該
法
人
を
代
表
し
、
そ
の
業

務
を
執
行
す
る
自
然
人

社
団
法
人
や
合
名
会
社
等
の 

確
認
は
ど
う
進
め
る
？

　

資
本
多
数
決
法
人
以
外
の
法
人

（
一
般
社
団
法
人
、
一
般
財
団
法

人
、
学
校
法
人
、
宗
教
法
人
、
医
療

法
人
、
合
名
会
社
、
合
資
会
社
、
合

同
会
社
等
）
の
場
合
は
次
の
⑤
→
⑥

→
⑦
→
⑧
の
順
で
す
。

⑤
事
業
か
ら
生
ず
る
収
益
ま
た
は
当

該
事
業
に
係
る
財
産
の
総
額
の
２
分

の
１
（
50
％
）
を
超
え
る
収
益
の
配

当
、
ま
た
は
財
産
の
分
配
を
受
け
る

権
利
を
有
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る

自
然
人
（
注
２
）

⑥　
⑤
が
存
在
し
な
い
場
合
、
事
業

か
ら
生
じ
る
収
益
ま
た
は
当
該
事
業

に
係
る
財
産
の
総
額
の
４
分
の
１

（
25
％
）
を
超
え
る
収
益
の
配
当
も

し
く
は
財
産
の
分
配
を
受
け
る
権
利

を
有
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
自
然

人
（
注
２
）

⑦　
⑤
お
よ
び
⑥
に
該
当
す
る
自
然

人
が
存
在
し
な
い
場
合
、
出
資
、
融

資
、
取
引
そ
の
他
の
関
係
を
通
じ
て

当
該
法
人
の
事
業
活
動
に
支
配
的
な

影
響
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
自

然
人
（
注
３
）

⑧　
⑤
〜
⑦
に
該
当
す
る
自
然
人
が

存
在
し
な
い
場
合
、
当
該
法
人
を
代

表
し
、
そ
の
業
務
を
執
行
す
る
自
然

人（
注
１
）
議
決
権
の
50
％
超
ま
た
は

25
％
超
を
直
接
ま
た
は
間
接
に
有
す

る
か
の
判
定
は
、
当
該
自
然
人
の
議

決
権
保
有
割
合
お
よ
び
当
該
法
人
の

　ここでは、実質的支配者に関する基礎知識についてＱ＆Ａ形
式で学んでいきます。

実質的支配者実質的支配者に関する
� 基礎知識を押さえよう

Q1
実
質
的
支
配
者
っ
て
？

申
告
が
必
須
に
な
っ
た

の
は
な
ぜ
？

Q2
実
質
的
支
配
者
の

確
認
は
ど
う
進
め
れ
ば

い
い
の
？

高星　敏朗

図表１　実質的支配者の確認フロー（資本多数決法人の場合）

議決権の50％超を直接・間接に 
保有する自然人がいるか 

議決権の25％超を直接・間接に 
保有する自然人がいるか 

１．当該自然人
※当該法人の事業経営を実質的に支
配する意思または能力を有してい
ないことが明らかな場合を除く

保有する株式の割合に応じて 
議決権が割り振られているか 

出資、融資、取引その他の関係
を通じて事業活動に支配的な
影響を有する自然人がいるか

３．当該自然人

２．当該自然人
※当該法人の事業経営を実質的に
支配する意思または能力を有して
いないことが明らかな場合を除く 

４．法人を代表し、業務を
執行する自然人

YES
YES

YES

YES

NO

NO

NO

NO 資本多数決法人以外
の場合の確認へ

１～４の自然人が実質的支配者
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